
「マルチステークホルダー方針」 

 

当社は、公共性と企業性を有する企業として、研究開発や ICT基盤、人材など、様々な経

営資源や能力をフル活用するとともに、株主、従業員とそのご家族、取引先やパートナーの

皆様、お客様、債権者、地域社会をはじめとする多様なマルチステークホルダーとの適切な

協働を通じて、社会的な課題の解決に取り組んでいます。 

その上で、こうした取組みによって生み出された収益・成果について、マルチステークホ

ルダーへの適切な分配を行うことが、成長と分配の好循環を実現し、社会・経済の持続的発

展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏ま

え、以下の取組を進めてまいります。 

 

記 

 

１．従業員への還元 

当社は、従業員が自律的に専門性を高め、エンプロイアビリティの高いキャリア形成を支援

していくことで、持続的な成長と生産性向上に取り組み、付加価値の最大化に注力します。そ

の上で、生み出した収益・成果に基づいて、自社の状況を踏まえた適切な時期と方法で賃金の

引上げを行うとともに、従業員のエンゲージメント向上や更なる生産性の向上に資する人材

投資にも積極的に取り組むことで、従業員への持続的な還元を目指します。 

具体的には、安定的かつ継続的な賃金の引上げに取り組むとともに、研修メニュー充実、キャ

リアコンサルティングの実施など専門性獲得に向けた支援・キャリア形成の支援等の従業員

の成長に資する人材投資にも継続的に取り組んでまいります。 

 

２．取引先への配慮 

当社はパートナーシップ構築宣言の内容遵守に、引き続き、取り組んでまいります。 

・パートナーシップ構築宣言の登録日 

  【2026 年 3 月 16 日】 

・パートナーシップ構築宣言のＵＲＬ 

【 https://www.biz-partnership.jp/declaration/131008-19-00-tokyo.pdf 】 

 

３．その他のステークホルダーに関する取組 

当社では、ステークホルダーの信頼にもとづいた事業活動と価値創造をしていくために、 

グローバルスタンダードに基づくステークホルダー・エンゲージメントを行っており、これに

より、ステークホルダーとともに、より有意義な価値創造をしていくことをめざしています。 

・ステークホルダー・エンゲージメントの URL 

【 https://group.ntt/jp/sustainability/management/stakeholder/ 】 

  

これらの項目について、取組状況の確認を行いつつ、着実な取組を進めてまいります。 

 

以上 

2026年 3月 31日 

 

       テルウェル東日本株式会社    代表取締役社長 石川 達   
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